
○常総市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条　この規則は，常総市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年水海道市条例第

16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき，条例の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。

(排水設備を固着させるときの工事の実施方法)

第2条　排水設備を公共ますに固着させるときの工事の実施方法に関しては，常総市公共下水道条例施行規

則(平成11年水海道市規則第2号。以下「公共下水道規則」という。)第2条に定めるところによる。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条　排水設備の設置は，法令によるほか，次の各号に定めるところによらなければならない。ただし，

市長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。

(1)　排水管の材質は，原則として硬質塩化ビニールを使用すること。

(2)　屋内の排水管の内径は，次のとおりとすること。

ア　小便器，手洗い器，洗面器，流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は，75ミリメート

ル以上

イ　大便器に固着する排水管の内径は，100ミリメートル以上

(3)　排水管の勾配は，原則として1パーセント以上とすること。

(4)　付帯設備を設置するときは次のとおりとし，当該付帯設備の清掃及び検査に支障のないようにする

こと。

ア　油脂類を流出する箇所には，油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

イ　水の自然流下が十分でない箇所には，ポンプ装置を設けること。

(排水設備計画の確認)

第4条　条例第5条の規定により，新設等の計画の確認を受けようとする者は，排水設備(設置・変更)計画

確認申請書(様式第1号)に，次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)　申請地付近の見取図

(2)　次の事項を記載した平面図

ア　道路，境界及び排水施設の位置

イ　施行地内にある建物の平面図及び汚水排出設備(炊事場，浴場，便所その他の汚水を排出するもの

をいう。)の配置

ウ　排水管の配置，形状，寸法及び勾配

エ　宅内ます，マンホール又はポンプ施設の位置

オ　他人の排水設備を使用するときは，その位置

カ　その他汚水排出の状況を明らかにするために必要な事項

(3)　その他市長が必要と認める書類

2　市長は，前項の計画を確認したときは，排水設備(設置・変更)計画確認書(様式第2号。以下「確認書」

という。)を交付するものとする。

(工事着工届出等)

第5条　前条第2項の確認書の交付を受けた者が，排水設備の工事に着手したときは，速やかに排水設備工

事着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2　条例第7条に規定する届出は，排水設備工事完了届(様式第4号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第6条　条例第9条前段に規定する届出は処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第5号)により，同

条後段に規定する届出は排水設備(使用者・所有者・使用態様)変更届(様式第6号)により行うものとす

る。

(汚水量の認定)

第7条　水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定に関しては，公共下水道規則第24条の規定を準用す

る。この場合において，同条第1項中「条例第25条第2項第2号」とあるのは「条例第11条の規定により準

用する常総市公共下水道条例(平成14年水海道市条例第10号。以下「公共下水道条例」という。)第25条

第2項第2号」と，「水道水等」とあるのは「水道水」と，「1使用月」とあるのは「1月」と，「条例第

26条第1項」とあるのは「公共下水道条例第26条第1項」と，同条第2項中「毎使用月」とあるのは「毎

月」と，同条第3項中「排水設備等使用者・所有者・使用態様変更届」とあるのは「排水設備(使用者・

所有者・使用態様)変更届」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)
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第8条　条例第12条の「特別の事情」とは，使用者に起因しない水道水の漏水があった場合又は使用料を納

付すべき使用者が災害等により使用料を納付することが著しく困難になった場合をいう。

2　条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は，処理施設使用料減免申請書(様式第7号)

を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条　この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この規則は，平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第20号)

この規則は，公布の日から施行する。

附 則(令和6年規則第17号)抄

(施行期日)

1　この規則は，公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)
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